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三重教務所通信 
 

                                   

 

 

 
 発行人:三重教務所長 柘植  至 

           〒511-0073 桑名市北寺町 47 教務所開所時間 平日 9：30～16：00 
           ☎：0594-21-8000 ＦＡＸ：0594-21-8010 
           ☜ 三重教務所 E-mail mie@higashihonganji.or.jp 

桑名別院本統寺・三重教区ＨＰアドレス http://mie-betsuin.com/ ☞ 

 

 

○新正副組長について 
このたび、任期満了の改選に伴い、下記の方々が正・副組長に当選し、４月１日より就

任されることとなりましたのでお知らせします。 

記 

１ 正・副組長当選者 

組 役職 氏名 所属寺 

桑名 
組長 五瀬  勝明 佛乘寺 

副組長 松枝   晶 萬傳寺 

長島 
組長 田鶴浦 昭典 野亨寺 

副組長 長崎   直 善明寺 

員弁 
組長 花山  孝介 遍崇寺 

副組長 出口  聲楽 妙光寺 

三講 

組長 本多   益 光明寺 

副組長 
片山  寛隆 相願寺 

藤田  研裕 善長寺 

三重 

組長 芳岡  恵基 翠巖寺 

副組長 
藤波   淳 誓海寺 

山田  有維 西覺寺 

四日市 
組長 佐藤  昭慈 昭光寺 

副組長 髙木   彩 信光寺 

中勢１ 
組長 伊東  義光 普願寺 

副組長 澁谷  教洋 蓮德寺 

中勢２ 
組長 藤本  和哉 西德寺 

副組長 佐竹 眞理子 養覺寺 

伊賀 
組長 松下  至道 圓明寺 

副組長 髙野  昭麿 專稱寺 

南勢１ 
組長 酒井   誠 道淨寺 

副組長 香川  知則 光德寺 

南勢２ 
組長 山崎  信之 福壽寺 

副組長 藤井  慈等 慶法寺 

※任期 ２０２０年４月１日～２０２２年１１月３０日（以上 敬称略） 

222000222000   

５月月月号号号   

http://mie-betsuin.com/
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○ 教区会議員選挙について 
任期満了に伴う教区会議員選挙が去る４月２４日に行われ、次のとおり当選人が決定し

ましたのでお知らせいたします。 

 

１ 選出教区会議員当選者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 任期 ２０２０年４月２４日～２０２２年１２月２３日（以上 敬称略） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う三重教務所及び桑名別院

の対応について 
２０２０年４月２８日現在 

 

 先般、４月７日に発令された新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う政府からの「緊急

事態宣言」を受け、職員の感染防止を図りつつ、必要最低限の宗務を確保することを目的に、

職員の勤務について臨時措置が定められました。三重教務所及び桑名別院でも、出勤体制を縮

小しつつ、業務を行っておりました。（三重教区・桑名別院ＨＰ４月１０日掲載） 

しかしながら、その後「緊急事態宣言」の対象地域は全国に拡大され、三重県においても知

事が「三重県緊急事態措置」を発表されたことであります。 

 つきましては、宗派の臨時措置等を受け、三重教務所及び桑名別院においても可能な限り出

勤人数を抑制し、対人接触を最小限に抑えるため、職員の勤務形態及び事務取扱内容を下記の

とおり変更いたします。 

皆様方には大変ご迷惑をおかけし、恐縮ではございますが、人命の安全確保を第一といたし

たく、何卒ご理解ご協力賜りますよう切にお願い申し上げます。 

 

１ 勤務形態について 

 （１）出勤体制  教務所原則２人体制とし、他の職員は自宅待機（テレワーク）とする。 

          別 院原則３人体制（職員と法務員）とし、他の職員は自宅待機（テレ

ワーク）とする。 

 （２）開所時間  午前９時３０分から午後４時まで 

 （３）変更期間  ５月７日（木）から６月５日（金）まで 

    ※感染拡大の情勢に応じて、期間が変更となる場合があります 

   ※自宅待機の職員は、電話・メール等で、連絡が取れるようにしており、業務に支障

をきたさないように対応いたします 

氏名 組名 寺院教会名 

松枝   晶 桑名組 萬傳寺 

藤崎   信 長島組 淨福寺 

田代  俊孝 員弁組 行順寺 

藤嶽  大安 三講組 敬善寺 

伊藤  宣章 四日市組 西福寺 

澁谷  教洋 中勢１組 蓮德寺 

香川  知則 南勢１組 光德寺 

岩田  信行 南勢２組 道專寺 
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２ 業務内容について 

（１）御依頼金等の扱い 

    可能な限り、郵便振替又は銀行振込にてお願いいたします。入金確認後、披露状・完

納証については郵送いたします。 

（２）院号法名・真宗本廟収骨等 

    可能な限り、ＦＡＸやメール等で受付を行い、その後、披露状・肩衣・収骨證等につ

いては郵送いたします。 

（３）願事・法人事務 

    可能な限り、書面は郵送、願事礼金は郵便振替又は銀行振込にてお願いいたします。 

（４）授与物 

    可能な限り、電話等にて受付を行い、郵送にて対応いたします。授与物とともに郵便

振替用紙を同封いたしますので、そちらをご使用ください。 

（５）教化事業 

    教区教化事業については、中止または延期といたします。組教化事業及び諸団体事業

については、宗派及び教区対応を参考に同様の措置を講じられるようお願いいたします。 

（６）諸会議 

    やむを得ない場合を除いて原則中止または延期といたします。開催が不可避な会議は

予防対策を施したうえで実施いたします。 

 

３ 振込の際の手数料について 

   変更期間中、教務所への送金手数料については、宗派で負担いたします。送金手数料を

差し引いた金額をご送金ください。詳しくは、各取扱銀行窓口にてお問い合わせください。 

   

 郵便振替口座             百五銀行口座 

   

   

 

 

 

４ 貸館の中止について 

   変更期間中、三重同朋会館及び桑名別院（本堂・庫裡・聞光殿等）の貸館は中止といた

します。 

 

５ 宗派・教区のお知らせについて 

   現在、真宗大谷派の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応について、第２報

まで〔４月１７日更新〕発表されています。本方針はいずれも４月１７日現在における決

定内容であり、状況に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、内容に変更があった場合は随時お知らせさせていただきます。最新の情報について

は、下記のホームページにてご確認ください。 

  東本願寺（真宗大谷派） http://www.higashihonganji.or.jp/ 

  三重教区・桑名別院   http://mie-betsuin.com/ 

 

６ 法要（葬儀・法事等）における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けての宗派指針について 

このたび、標記の件について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応に関す

る内局会議にて、下記のとおり宗派指針が確認されましたので通知いたします。 

 なお、本指針は三重教区・桑名別院ホームページに掲載しており、また、『真宗』誌６月

号に掲載されますこと、ご承知おきください。 

名  義 大谷派三重教務所 

口座番号 00910-3-23355 

名  義 真宗大谷派三重教務所 

店  名 百五銀行 桑名支店 

口座番号 （普通）６３４７２４ 
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 ２０２０年４月１７日  

 

法要（葬儀・法事等）における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けての宗派指針 

 

＜真宗大谷派＞ 

 

このたび、法要（葬儀・法事等）における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けての宗

派指針を取り纏めましたので、感染拡大防止に向けてご門徒や有縁の皆さまと十分にご相談いた

だき、下記のとおり対応くださるようお願いいたします。 

記 

１ 法要前には必ず、手洗い・手指の消毒を厳守ください。また、参列者にも同様に手洗い・手

指の消毒を徹底いただくよう依頼ください。 

２ 常に咳エチケットを心掛けるとともに、勤行・読経の際にもマスクを着用ください。また、

参列者にも同様にマスクの着用を徹底いただくよう依頼ください。 

３ 感染リスクを減らすため、３つの「密」を避けてください。 

① 「密閉空間」を避けるために、できるだけ換気をしてください。 

② 「密集場所」を避けるために、参列者にできるだけ間隔をあけて着席するよう促してくだ

さい。また、お焼香も間隔をあけるよう配慮ください。 

③ 「密接場面」を避けるために、間近での会話や対面による会話を可能な限り、避けてくだ

さい。※法話は一定の距離（２メートル以上）をあけてください。 

４ 法要終了後のお斎（会食）は控えてください。 

５ 37.5℃以上の発熱や体調の優れない方には、法要への参列を控えていただくよう依頼くださ

い。 

６ 新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の通夜・葬儀等を執り行うにあたっては、国の

方針（※厚生労働省が示す「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（関連業種の方向け）令和2

年4月15日時点版、３．遺体等を取り扱う方へ」等）を踏まえた上で、医療機関や葬祭場とも

連携をし、感染防止のための衛生対策に努めてください。 

７ 日常的な自己管理を徹底し、感染症の媒介者とならないように留意ください。 

８ 新型コロナウイルス感染症への対処法を正しく理解し実行することで、差別や風評被害が広

がらないように努めてください。 

以 上  

【参考資料】 

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（関連業種の方向け）令和2年4月15日時点版」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.ht

ml#Q2-2 
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○ 研修会の中止等について 
新型コロナウイルス感染症の対応として、予定していた研修会等が中止または延期にな

りました。なお、最新の情報については、三重教区・桑名別院ホームページにてご確認く

ださい。http://mie-betsuin.com/ 

 

中止となった研修会 

教区教化事業 

・子ども会開設サポート研修会（５/１８） 

・聖典基礎講座（５/２９） 

・大人な修学旅行【中・高校生の集い】（５/３０～３１） 

・教区育成員研修会（６/３～４） 

別院教化事業 

   ・真宗公開講座（６／２７） 

   ・暁天講座（７／１６～２０） 

 

○ 教区会参事会報告 
・３月１７日に教区会参事会を開催した。案件は、（１）三重教区互助会 災害見舞金給付

について、（２）三重教区互助会規程の改正について、（３）三重教区出版委員会規約の改

正について、（４）その他、①寺院の紹介について、②新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に伴う対応について。（１）については、昨年１０月に発生した台風１９号により被災し

た寺院からの申請が１件あり、従来通りの給付金の決定をした。（２）については、近年の

台風や雪害等の対応により、互助会会計及び互助会基金が減少し運用が難しくなってきて

いることから、⒈災害見舞金の給付を、本山共済条例に定める復興共済金が支給された場

合に限り、給付金は基礎加入分による復興共済金の１％とする。2.入学祝金を廃止する。

3.各種給付金の金額・算出基準を変更する。4.互助会基金を廃止し、互助会会計と統一す

る。などの変更案を協議し、それを確認した。（３）については、規約の変更機関が教区会

の承認のみとなっているので、教区門徒会を加えるよう改正することに併せて文言の整理

を行った。三重教区互助会規程の改正及び三重教区出版委員会規約の改正は、今夏の教区

会及び教区門徒会へ提出する予定。また、（４）―①教務所へ寺院の紹介依頼があった場合

には、教務所において対応していくことを確認した。（４）－②新型コロナウイルス感染症

の感染拡大に伴う対応については、３月及び４月の教区教化事業の中止及び延期等につい

て確認した。 

 

 

○ テレホン法話のご案内  
５月 １日～１５日 ･･･石原  孝 氏 （中勢２組 法因寺 門徒） 

５月１６日～３１日 ･･･川瀬  真美 氏 （三講組  真正寺 衆徒） 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

心をひらく ２４時間 いつでも どこでも テレホン法話 ☎（0594）23-6191 

 

 

 【 慶 弔 】 

員弁組 圓光寺 員辨 章子 （２０２０年４月１９日寂） 

（2020 年 4 月 1 日～30 日届分 敬称略） 

http://mie-betsuin.com/
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D i a l o g u e （ダイアローグ・対話）   ― 教区教化委員会報告― 

○ 教区教化・組教化を考える企画要員会議 
・３月２５日に会議を開催した。協議内容は、来る５月２６日に予定している「新旧教化委

員合同会議兼第２回三重教区教化委員全体協議会」について。当初４月１４日に予定して

いた第２回三重教区教化委員全体協議会を、新型コロナウイルス感染症の対応として新旧

教化委員合同会議と合同での開催としたことから、当日の日程の再調整や企画要員の役割

分担、さらに、開催趣旨文の確認等を行った。 

 

○ 特伝推進本部 
・３月１９日に月例会議を開催した。協議内容は①２０１９年度事業報告、２０２０年事業

計画について。②第１２次特伝実施要項について。③第１１次特伝総括中間報告について。 

・４月１日に正副組長会に向けた「総括中間報告（抜粋版）」作成のため作業部会を開催。 

・４月９日に本部長・主任会議を開催し、感染拡大による対応を協議した。原則として第１

１次特伝の第３ブロック以降、第４、第５ブロックの実施に加えて、第１２次特伝の実施

も全て一年延期すること等を決定した。 

・４月１５日に「第１２次特伝実施要項」作成のため作業部会を開催。加えて「ウェブ会議」

の試験的導入を確認した。 

・４月２２日「ウェブ会議模擬接続試験」実施。 

 

○ 寺族・門徒研修小委員会 
・３月２６日、得度考査が行われた（得度義務研修会は中止）。子ども４名、大人４名が考査

を受けた。今回の合格者については、来年度以降、得度義務研修会を受講いただくようお

願いをした。 

 

○ 青少幼年教化小委員会 

おすすめ絵本紹介（子ども会開設サポート企画要員会議・教務所に貸し出し用があります） 

「あらしのよるに」 

野原のみんな、ひとりひとりにアナグマが残していったすてきなおくりも

のとは・・・・・！？あらしのよるに、たったひとり、みしらぬところで

だれかにであえたら、ほっとしますよね。でも、そのだれかさんが、こわ

ーいあいてだったら……。きみならどうするかな？ 

【作：きむら ゆういち 絵：あべ 弘士 講談社】 

●ワンポイントアドバイス 

読み聞かせの時にはページを飛ばさないように注意しましょう。また、太陽光・照明、子ど

もたちの視線の角度によって、絵本が反射して見にくくなることがあるので注意しましょう。 
 

今月の法語 
 

 

 

 

 

 

 

 

人見るもよし 人見ざるもよし 我は咲くなり 
 

武者小路実篤 
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MONTHLY CALENDAR 三重教区５月行事予定表  Mie MONTHLY CALENDAR 
  

【同封書類】 
①  三重教区・桑名別院ホームページに係る寺院情報の掲載について 

※「別院行事案内」については、別院で行う人が多く集まる行事を中止もしくは延期したことから、今月はありません。 

 

日 曜 行事内容 

1 金  

2 土  

3 日  

4 月  

5 火  

6 水  

7 木 【延期】坊守会役員会 ／ 特伝本部会議 13：30- 

8 金 【延期】是旃陀羅問題に関する公開学習会 

9 土 【延期】長島組特伝本講座 

10 日  

11 月 【9/１１へ延期】ジェンダー問題に関する公開講座 

12 火  【中止】組門徒会研修講師協議会 13：30- 

13 水   【延期】東海連区坊守研修会（名古屋当番） 

14 木 教研月例会 13：30- 

15 金 臨時教区会（予定） 

16 土  

17 日 【中止】四日市組特伝本講座 

18 月 【延期】子ども会開設サポート研修会 ／ 子ども会開設サポート企画要員会議 13：30- 

19 火  【中止】座談会学習会 

20 水 坊守会新旧役員役割決め及び引継ぎ 13：00- 

21 木   【延期】東海連区同朋の会推進交流研修会 

22 金 青少幼年教化小委員会 13：30- 

23 土  

24 日 【延期】三講組特伝本講座 

25 月  

26 火 新教区教化委員小委員会 13：30- 

27 水 桑名別院院議会 14：00- ／ 【中止】特伝補導学習会⑦ ／ 【中止】東海連区親睦ゴルフ大会 

28 木  

29 金 【中止】聖典基礎講座⑤ 

30 土   【中止】中・高校生のつどい 

31 日   教区教化委員任期満了日 


